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部落解放同盟埼玉県連は示現社（鳥取ループ）に

よる「部落探訪／曲輪クエスト」による動画投稿に

関する「削除」を求める第 2 次訴訟を 2025 年 12

月 3 日埼玉地方裁判所へ提訴した。これは、第 1

次裁判（2023.12）の提訴後に、被告・宮部龍彦が

さいたま市、桶川市、熊谷市など県内各地の被差別

部落に潜入して動画・写真を撮影し、次々と投稿を

おこなったことに対する追加の裁判である。被告・

宮部が動画を投稿したさいたま市の大宮支部、岩

槻支部、熊谷市肥塚支部の代表と桶川市の住民の

計 8 人が原告となって提訴したものである。 

12 月 3 日（水）提訴手続きがおこなわれ、午後

13：00 から埼佛会館にて「提訴報告」集会がおこ

なわれた。会場には約 80 名が集まり、提訴に至る

経過、目的、本件訴訟の特徴、裁判の争点などが説

明され、支援の輪を広げることを確認した。 

 

 

 

 

 

被告・宮部は 8 月 6 日、20 日に「曲輪クエスト

（部落探訪）」にさいたま市大宮区、中央区の 2 ヶ

所、8 月 27 日には桶川市の部落の動画・写真を投

稿。そして、9 月 3 日にはさいたま市見沼区の部落

の動画・写真を投稿している。 

こういった行為に対してさいたま市は 8月 6日、 

29 日と 2 日に渡って、さいたま地方法務局へ「削除

要請」をおこなっている。また、桶川市は 8月 27日、 

29日と同じく地方法務局へ「削除要請」をおこなっ 

ている。要請書では「人権擁護上許容し得ない」と 

指摘し削除を求めたとのこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼 玉  

      
2025年 12月 20日発行 第 56号 

＊埼玉の部落史にかかわる調査・研究

をすすめる。 

＊部落史学習の教材作成に取り組む。 

＊同和教育、部落史研究の取り組み強

化をすすめる。 

 

 

 

◆第 2次訴訟は・・・ 

 ・さいたま地方裁判所 第 2 部へ提訴 

 ・原告 8 名（6 地区）と埼玉県連 

 ・被告 宮部龍彦（鳥取ループ） 

 ・請求内容 

 ①示現社ホームページ上の記事（動画を含む）

削除、県内 13 ヶ所の記事  

掲載期間 2024.9～2025.11 

 ②一切の方法による公表禁止 

 ③原告それぞれに 330 万円の損害賠償請求 

 

□◆□ 第 1次埼玉訴訟からの経過 □◆□ 

 ・提訴日 2023.12.6 

 ・当事者 原告 1 名と埼玉県連 

 ・請求内容  第 2 次訴訟内容と同じ 

        20 の記事（19 地区） 

        掲載期間 20216.5～2023.10 

 ・請求の追加 

  2024.4～2024.7（8 地区）と 2024.9 に関し

て趣旨拡張 

 （今回の第 2 次訴訟は掲載期間 2024.9～

2025.11 を対象にしたもの） 

■◇第 1 次埼玉訴訟は 12月 17日に判決◇■ 

        （次ページへ続く） 

示現舎の「部落探訪」の削除を求める裁判（第 2次訴訟）  

さいたま地裁に提訴 

会場：埼佛会館にて集会（約 80 名参加） 

2025.12.3 報告集会（浦和） 

さいたま市、桶川市が、さいたま地方 

法務局へ「削除要請」おこなっている。 

「人権擁護上許容し得ない」（要請書内容） 

これまで、埼玉県内／23市町、41ヶ所が

「部落探訪」に掲載。 

全国では 432ヶ所が掲載された。 

提訴報告集会では担当弁護士の 

山本志都弁護士が提訴内容を報告 



 

                       ■左のＱＲコードをスマートフォンでクリックすると 

                        第 1次埼玉訴訟は 12月 17日に判決の詳しい内容 

                        も確認する事ができます。 

                       

 

 

 

▼△▼♠🔷◎■□▼△▼♠🔷◎■□▼△▼♠🔷◎■□▼△▼♠🔷◎■□▼△▼♠🔷◎■□▼△▼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼△▼♠🔷◎■□▼△▼♠🔷◎■□▼△▼♠🔷◎■□▼△▼♠🔷◎■□▼△▼♠🔷◎■□▼△▼ 

 

 

 

＊部落差別によりひきおこされた狭山事件。  

 再審請求の道半ばで 2025 年 3 月 11 日に亡くなった 

石川一雄さん。長い年月に詠んだ数多くの短歌から 40 首を 

厳選。その歌に込めた辛苦を語る。新たに開始された第 4 次 

再審請求の参考資料として最適です。 

 

※【目次から】 

 ・「短歌に託して」のインタビューをして 

（聞き手：古河邦子さん） 

 ・短歌 40 首 

 ・石川一雄さんの苦悩と葛藤 （片岡明幸） 

 ・年表：石川一雄さんの生い立ちと冤罪とのたたかい 

 

 

※この内容は「『部落探訪」裁判ニュース ＮＯ．6』を基

にし、報告集会での発言」などを基に報告しています。 
 

 

 

 

午後の日程で実施された「革小物づくり体験会」。 

少人数であったが実りある会となった。約１時間、右・完成品の巾着袋をつく 

る。豚革を使った巾着。できばえは GOOD。 

その後、「ミニ講座 皮革からみる被差別民の姿・仕事」。皮から革へ価値ある 

ものへ作り替える・鞣しの仕事。この鞣しの作業をになってきた人たちの歴史 

的立場について意見交換。差別のまなざしを受けながら、畏敬の念・畏怖の念を併せ持たれた存在。い

つの時代においても文化を担い、社会を支える立場であり続けた人々の姿に関して意見交換が続き、ア

ッという間に予定時間となり終了となりました。  

12月 13日（土）実施 
革小物づくり体験会（巾着型小物入れ） 

会場：さいたま市教育施設五反田会館 （・・・にて） 

 

発行  埼玉部落史研究会 事務局 松本 勝 

連絡先：saitamaburakushiken@yahoo.co.jp 

 

 

 

本の紹介 

解放新聞埼玉支局 編著 

定価：1300 円＋税 

about:blank

